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公益社団法人 日本獣医師会 

会 長  藏 内 勇 夫 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 
の一部を改正する法律等について 

 
このことについて、平成26年 12月10日付け薬食発1210 第4号及び障発1210第

4 号をもって、厚生労働省医薬食品局長及び社会・援護局障害保健福祉部長の連名で

別添のとおり通知がありました。貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 
このたびの通知は、近年におけるいわゆる危険ドラッグの濫用の状況に鑑み、危険

ドラッグによる保健衛生上の危害の発生の防止等を図るため、本年11月19日に「医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（平成 26 年法律

第122号）が成立し、同月27日に公布されたことに伴い、「医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」（平成

26 年厚生労働省令第 134 号）が 12 月 10 日に公布されたので、これらの趣旨、内容

等について了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等へ周知徹底を図るとともに、

適切な指導を行い、その実施に遺漏ないよう、各都道府県知事、各地方厚生（支）局

長宛てに依頼がなされたことについて、内容を了知の上、本会会員へ周知を依頼され

たものです。 
 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 駒田 

TEL  03－3475－1601 
















